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遺留分減殺に基づく紛争調整  

※令和元年７月１日以降に被相続人が亡くなった場合，この申立てはできません。 

（遺留分を侵害された者は，現行民法の規定に基づき，贈与又は遺贈を受けた者に対し，遺留分を侵害された

として，その侵害額に相当する金銭の支払を請求する遺留分侵害額の請求調停の申立てをすることになりま

す。） 

申 立 必 要 書 類 一 覧 表 

１ 申立書関係 

□ 申立書（○遺産等目録） 

□ 相続関係図 

□ 申立書（○遺産等目録）と相続関係図の写し×相手方の人数分 

□ 連絡メモ 

□ （必要な方のみ）資料非開示の申出書 

□ 収入印紙  1200円 

□ 郵便切手  1130円 

（内訳：140円１枚，84円５枚，50円５枚，20円 10枚，10円 10枚，１円 20枚） 

 

２ 身分関係の資料 

(1) 申立人と被相続人の関係を明らかにして，申立人が遺留分の請求ができる者であることを

証するとともに，被相続人の相続人の範囲を明らかにして，申立人の有する遺留分割合を証

する程度の戸籍(事案によっては，以下の戸籍以外の戸籍の追加提出をお願いすることがあり

ます。) 

 

【共 通】  

□ 被相続人の出生又は 10 歳くらいから死亡までの連続した除籍謄本，改製原戸籍謄

本等戸籍謄本類すべて（原本） 

 

【被相続人の子（及びその代襲者）で死亡している者がある場合】  

□ その子（及びその代襲者）の出生又は 10 歳くらいから死亡時までのすべての戸籍

（除籍，改製原戸籍）謄本（原本） 

 

【相続人に，被相続人の父母，祖父母等（直系尊属が含まれている場合】 

□ 相続人が父母の場合で，父母の一方が死亡しているときは，その死亡の記載のある

戸籍（除籍，改製原戸籍）謄本（原本）  

□ 相続人が祖父母，曾祖父母の場合は，他に死亡している直系尊属（ただし，相続人
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と同じ代及び下の代の直系尊属に限る）がある場合は，その直系尊属（例：祖母が相

続人である場合，祖父と父母）の死亡の記載のある戸籍（除籍，改製原戸籍）謄本

（原本） 

 

(2)  □ 相続人全員の現在の戸籍謄本（３か月以内発行の原本） 

 

３ 遺産等目録に記載した遺産に関する資料等（甲号証をつけるもの） 

□ 下記①と②の書面の写し×相手方の人数分 

□ ①遺産不動産の登記簿謄本又は登記事項証明書（原本） 

□ ②遺言書写しまたは遺言書の検認調書謄本の写し 

 

※必要に応じて，追加書類の提出をお願いすることがあります。 

 

【問い合わせ先） 

〒５４０－０００８ 

大阪市中央区大手前４－１－１３ 

大阪家庭裁判所 家事第３部遺産分割係（当庁５階） 

℡ ０６-６９４３-５９７３ 

 

郵送提出先：大阪家庭裁判所 家事事件係 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 

書式は 

遺留分減殺に基づく紛争調整の調停から 

ダウンロードできます。 

 

https://www.courts.go.jp/osaka/saiban/vcmsFolder_1375/vcmsFolder_1381/vcms_1381.html
https://www.courts.go.jp/osaka/saiban/vcmsFolder_1375/vcmsFolder_1381/vcms_1381.html

